
参考【特別用途地区（１）】

特別用途地区：用途地域を補完する特別の目的から、
地区の特性や課題に応じ、建築物の用途に係る規制の強化
または緩和を行うために定める地区

規制型

緩和型

特別都市型産業等育成地区（第１種、第２種）
※一定規模以上の住宅系を規制し工業系用途を促進

特別商業活性化地区（第１種～第４種）
※一定規模以上の住宅系を規制し商業系用途を促進

特別文教・研究地区
※一定規模以上の住宅系を規制し教育（学校）・研究機関系
用途を促進

特別住工共生地区（第１種～第４種）
※工業系用途を緩和
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指定容積率の８割を超える建築物を建てる場合、超過部分
の２分の１以上に各条例で定める施設の併設が必要

※一部適用除外要件等有

指定容積の８割

・特別都市型産業等育成地区（第１種、第２種）
・特別文教・研究地区
・特別商業活性化地区（第１種～第４種）

参考【特別用途地区（２）】

規制型

31



参考【特別用途地区（３）】

32



参考【特別用途地区（４）】

33



参考【特別用途地区（５）】
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参考【特別用途地区（６）】

緩和型 ・特別住工共生地区（第１種～第４種）

三鷹市は小さな工場や家内工業が住宅地域に多く点在

用途不適格により工場の建替え不可

特別住工共生地区に指定

住宅地環境に配慮すれば建替え可能とする

住宅地域イメージ図 工場イメージ図35



参考【特別用途地区（７）】

建築できるもの

36


